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１．河川整備計画の見直しの背景
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■近年の水災害の現状
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• 近年、全国的に１時間の降水量が50mmを超える雨が増加している傾向にある。約30年前に
比べると、約1.4倍に増加しており、今後もさらに増加すると予測されている。

• 雨の増加に伴い、避難を開始する目安となる「氾濫危険水位」を超える洪水の発生回数も増
加しており、全国的に大きな被害が発生している

令和3年 8月豪雨

平成29年 7月九州北部豪雨



■社会資本整備審議会の答申

4

• 水災害の頻発化・激甚化を受け、国土交通省では社会資本整備審議会河川文科会に「気候
変動を踏まえた水災害対策検討小委員会」を設置し、予測される将来の降雨量等を反映し
た治水対策への転換や流域全体で備える水災害対策に関し、今後の取組方針を審議

• 令和2年7月の答申では、速やかに実施すべき施策として、治水計画等を将来の気候変動を
踏まえた計画・設計基準に見直すことや流域治水への転換について示された。

答申

河川整備計画の

見直しに関する施策

流域治水の転換

に関する施策



■流域治水の取組

• 流域治水への転換については全国的に速やかに進められ、各水系において具体的な流域
治水対策の全体像を示した流域治水プロジェクトが、令和4年3月末までに策定された。

• 三重県においても、一級水系7水系が令和3年3月31日に、二級水系10圏域（73水系）が令
和4年3月23日に策定し、県内全ての水系の流域治水プロジェクトが策定されている。

（例）津圏域二級水系流域治水プロジェクト県内の流域治水プロジェクト
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２．河川整備計画の現状
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■三重県の河川について

• 三重県の河川は、国が管理する一級河川が37河川、延長233.5ｋｍ、県が管理する一級河
川及び二級河川が546河川、延長2,307.1kmとなっている。この他、市町長が管理する準用
河川は、867河川、延長約1,000kmある。

三重県 河川図

伊勢湾

熊野灘

大阪湾

一級・二級河川の管理延長（令和4年3月31日現在）

１．伊勢湾エリアの河川は、山地部を経て伊勢平野を形成し、穏やかな

流れとなって伊勢湾にそそいでいます。また、河口部において重要幹線

道路や鉄道が縦貫し、人口・資産が集中しています。

２．大阪湾エリアの河川は、淀川水系に属し、布引山地から盆地を流下

し、全て木津川、淀川を経て大阪湾へそそいでいます。

３．熊野灘エリアの河川は、山間部から河口までの距離が短いことから、

勾配が急で、多くの河川が単独水系として、熊野灘にそそいでいます。

一級河川

二級河川
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■三重県の河川整備計画の策定状況

8

• 平成9年の河川法の改正により、河川整備の長期的な目標を定める河川整備基本方針と、
中期的な整備内容を定める河川整備計画を策定することとなった。

• 三重県内では、現在29水系において河川整備基本方針を策定しており、27水系において河
川整備計画を策定している。

• 初期の頃に策定された河川整備基本方針・河川整備計画は20年以上が経過している。
河川整備基本方針策定状況

策定年度 水系数

一級水系 鈴鹿川水系(県) 1
二級水系 0
一級水系 0
二級水系 桧山路川水系 1
一級水系 0
二級水系 安濃川水系 岩田川水系 2
一級水系 0
二級水系 加茂川水系 三滝川水系 海蔵川水系 3
一級水系 0
二級水系 員弁川水系 三渡川水系 2
一級水系 0
二級水系 相川水系 1
一級水系 0
二級水系 志原川水系 志登茂川水系 朝明川水系 3
一級水系 木曽川水系(県) 宮川水系(県) 淀川水系(県) 3
二級水系 堀切川水系 井戸川水系 前川水系 3
一級水系 新宮川水系(県) 1

市木川水系 金剛川水系 奥川水系
田中川水系 笹笛川水系

一級水系 0
二級水系 神内川水系 1
一級水系 0
二級水系 外城田川水系 1
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令和元年度

二級水系 5

平成27年度

平成29年度

平成17年度

平成28年度

水系名

平成12年度

平成14年度

平成15年度

一級水系
二級水系

平成20年度

合   計

平成22年度

平成30年度

河川整備計画策定状況

※一級水系については、国管理区間と県管理区間（指定区間）があり、
河川整備基本方針については、国が県管理区間（指定区間）を含めた
水系全体の方針を一括で策定する。
一方、河川整備計画については、 国管理区間と県管理区間（指定
区間）それぞれの管理区間の計画をそれぞれの管理者が策定する。

策定年度 水系数

一級水系 0
二級水系 桧山路川水系 1
一級水系 0
二級水系 安濃川水系 岩田川水系 2
一級水系 櫛田川水系(国) 1
二級水系 0
一級水系 0
二級水系 加茂川水系 三滝川水系 海蔵川水系 3
一級水系 雲出川水系(国) 1
二級水系 0
一級水系 木曽川水系(国) 宮川水系(国) 淀川水系(国) 3
二級水系 0
一級水系 鈴鹿川水系(国) 新宮川水系(国) 2
二級水系 員弁川水系 三渡川水系 2
一級水系 0
二級水系 相川水系 1
一級水系 0
二級水系 志原川水系 1
一級水系 0
二級水系 志登茂川水系 朝明川水系 堀切川水系 3
一級水系 0

井戸川水系 前川水系 市木川水系
金剛川水系 4

一級水系 0
二級水系 笹笛川水系 奥川水系 田中川水系 3
一級水系 0
二級水系 神内川水系 1
一級水系 0
二級水系 外城田川水系 1

7
22

令和元年度

水系名

平成20年度

平成19年度

平成18年度

平成17年度

平成15年度

平成14年度

平成13年度

合   計
一級水系
二級水系

平成22年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度
二級水系

平成29年度

平成30年度
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■三重県の河川整備の現状
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• 三重県では河川整備基本方針および河川整備計画に基づき、現在、１８河川において、河
川整備を行っている。

• 河川整備が必要とされる河川延長は県全体で1,187.5kmであり、そのうち471.1kmが整備済
であることから、河川整備率は約39.7％となっている。

• 河川整備計画に基づく整備内容は、「流域治水プロジェクト」の取組に位置づけられ、洪水防
止対策だけでなく、地震・津波対策及び予防保全対策等も流域治水対策として進めている。

三重県内の河川整備率（令和4年3月31日現在）

※ 要改修延長：山間狭窄部を除いて人家連担地区等、背後地に守るべきものがあり、洪水対策として

の河川整備が必要な延長

※ 整備済延長：「要改修延長」の内、概ね5～10年に1回起こりうる降雨（60mm/h）により発生する洪水

に対応した河川整備が完了した延長

※ 河川整備率（％）：整備済延長／要改修延長×100
9



３．河川整備計画の見直し事例

10



■河川整備基本方針の見直し事例

• 気候変動による降雨量の増加を考慮した河川整備基本方針へと見直された事例として、R3
年度に国により新宮川水系と五ヶ瀬川水系、球磨川水系において行われている。

• 河川整備基本方針は変更せずに、河川整備計画のみ気候変動の影響を考慮した内容に変
更した事例としては、淀川水系などで行われている。

（例）

新宮川水系

R3.10.15変更
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■河川整備基本方針の見直し事例

• 気候変動による降雨量の増加を考慮した河川整備基本方針へと見直された事例として、R3
年度に国により新宮川水系と五ヶ瀬川水系、球磨川水系において行われている。

• 河川整備基本方針は変更せずに、河川整備計画のみ気候変動の影響を考慮した内容に変
更した事例としては、淀川水系などで行われている。

（例）

五ヶ瀬川水系

R3.10.15変更
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■河川整備基本方針の見直し事例

• 気候変動による降雨量の増加を考慮した河川整備基本方針へと見直された事例として、R3
年度に国により新宮川水系と五ヶ瀬川水系、球磨川水系において行われている。

• 河川整備基本方針は変更せずに、河川整備計画のみ気候変動の影響を考慮した内容に変
更した事例としては、淀川水系などで行われている。

（例）

球磨川水系

R3.12.17変更
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■河川整備計画の見直し事例

• 気候変動による降雨量の増加を考慮した河川整備基本方針へと見直された事例として、R3
年度に国により新宮川水系と五ヶ瀬川水系、球磨川水系において行われている。

• 河川整備基本方針は変更せずに、河川整備計画のみ気候変動の影響を考慮した内容に変
更した事例としては、淀川水系などで行われている。

（例）

淀川水系

R3.8.6変更
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４．河川整備計画の見直しの方向性
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■河川整備基本方針の見直しに関する提言

• 国の「気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」による提言では、すべての河川整
備基本方針を直ちに見直す必要性はないものの、基本方針流量を超過する洪水が発生した
場合や河川整備が進捗し、新たな段階に進む場合には、気候変動の影響を踏まえて河川整
備基本方針の見直しを行うべきとされている。

気候変動を踏まえた治水計画のあり方 提言（令和3年4月改訂）
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■河川整備計画の見直しに関する提言

• 国の「気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」による提言では、河川整備計画に
ついては、整備計画の早期達成を目指すとともに、合わせて気候変動の影響も考慮した計
画に見直していく必要があるとされている。

気候変動を踏まえた治水計画のあり方 提言（令和3年4月改訂）
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■見直し対象河川の選定方法

• 提言内容を受け、三重県では近年、基本高水のピーク流量を超過するような洪水は発生し
ておらず、洪水調節施設と河道の配分流量を変更する予定もないことから、河川整備基本
方針の見直しは行わず、河川整備計画の見直しについて行っていくものとする。

• 河川整備計画の見直しについては、策定から年数が経過し、河川整備が進捗した河川であ
ることに加え、洪水の規模に影響する地形的条件を勘案して優先する河川の選定を行う。

×

気候変動の影響を考慮した

河川整備計画への見直しを

優先する河川

経過年数に加え、洪水の規模に
影響する地形的条件を勘案する。

・流域面積の大きさ

・流域内の山地比率

・築堤区間の長さ

・築堤区間内の宅地工場率

地
形
的
条
件
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水系名
流域面積
(km2)

山地比率
(%)

築堤区間長
(m)

築堤区間の
宅地工場等比率

(%)

1 桧山路川 3.4 86% 0 0%

2 安濃川 110.7 52% 17,500 14%

3 岩田川 32.6 36% 5,100 12%

4 三滝川 57.4 45% 8,900 30%

5 海蔵川 36 15% 10,000 19%

6 員弁川 264.9 50% 26,200 21%

7 三渡川 55.1 18% 3,500 29%

8 相　川 21.8 7% 3,800 42%

9 加茂川 43.2 85% 2,400 6%

10 志原川 23.6 45% 0 0%

11 志登茂川 52.7 23% 9,300 40%

12 朝明川 86.1 49% 17,200 31%

13
木曽川

(鍋田川)
10 0% 5,400 44%

14 堀切川 17.8 8% 4,000 51%

15
鈴鹿川

（指定区間）
11.4 0% 2,500 2%

16
淀　川

(木津川他)
176.3 84% 9,100 6%

17 井戸川 18.7 84% 0 0%

18 前川 6.2 40% 0 0%

19 金剛川 49.6 14% 6,800 16%

20 市木川 25.7 63% 1,700 0%

21
新宮川

（熊野川他）
23.6 100% 500 100%

22 田中川 8.5 48% 3,000 30%

23 笹笛川 15.7 13% 3,400 0%

24 奥川 13 99% 0 0%

25 神内川 8.5 61% 0 0%

26 外城田川 51.7 28% 5,500 21%

27
宮　川

(五十鈴川他)
104.8 68% 3,900 25%

水系名
整備計画／

都道府県策定日
整備計画／

整備対象河川
経過年数

（R4末時点）

1 桧山路川 平成14年9月12日 桧山路川 20

2 安濃川 平成15年5月13日 安濃川 19

3 岩田川 平成15年5月13日 岩田川、三泗川 19

4 三滝川 平成18年1月17日 三滝川 17

5 海蔵川 平成18年1月17日 海蔵川 17

6 員弁川 平成20年12月26日 員弁川 14

7 三渡川 平成21年1月9日 三渡川、百々川 14

8 相　川 平成22年11月30日 相川、天神川 12

9 加茂川
平成17年10月21日

【変更】平成27年4月10日
鳥羽河内川 8

10 志原川 平成27年11月17日 志原川、産田川 7

11 志登茂川 平成27年11月17日 志登茂川 7

12 朝明川 平成28年3月15日 朝明川 7

13
木曽川

(鍋田川)
平成28年7月19日 鍋田川 6

14 堀切川 平成29年1月6日 堀切川、釜屋川 6

15
鈴鹿川

（指定区間）
平成13年5月7日

【変更】平成30年11月20日
足見川、芥川、椋川 4

16
淀　川

(木津川他)
平成29年3月10日 木津川、服部川 6

17 井戸川 平成29年3月31日 井戸川 6

18 前川 平成29年3月31日 前川 6

19 金剛川 平成29年10月20日 金剛川、愛宕川 5

20 市木川 平成29年10月20日 市木川 5

21
新宮川

（熊野川他）
平成29年10月24日

熊野川、板屋川、
大又川、小又川

5

22 田中川 平成30年2月13日 田中川 5

23 笹笛川 平成30年2月13日 笹笛川 5

24 奥川 平成30年2月13日 奥川 5

25 神内川 平成31年3月26日 神内川 4

26 外城田川 令和2年1月17日 外城田川 3

27
宮　川

(五十鈴川他)
平成29年3月10日

【変更】令和2年3月24日

五十鈴川、桧尻川、
大内山川、汁谷川、
横輪川、五十鈴川派川

3



■見直し対象河川について

• 前述の選定方法により気候変動の影響を考慮した河川整備基本方針・河川整備計画の見
直しを優先する河川について以下の６河川を選定した。

• 選定した河川の中で、どの河川から見直しを行うかは、詳細な事業の進捗状況やその時点
での社会情勢を見ながら判断を行う。
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桧山路川
ヒヤマジ　

平成14年9月12日 桧山路川 20 3.4 86% 0 0%

※最も経過年数が大きい桧山路川に関しては、流域面積が小さく、ほぼ山地であり、築堤区間も無いことから優先度は低いと判断した。
なお、河川整備計画に示された河川改修は完了しており、一定の治水安全度は確保されている。

水系名
整備計画／

都道府県策定日
整備計画／
整備対象河川

経過年数
（R4末時点）

流域面積
(km2)

山地比率
(%)

築堤区間長
(m)

築堤区間の
宅地工場等比率

(%)

安濃
アノウ

川 平成15年5月13日 安濃川 19 110.7 52% 17,500 14%

岩田
イワタ

川 平成15年5月13日 岩田川、三泗川 19 32.6 36% 5,100 12%

三滝
ミタキ

川 平成18年1月17日 三滝川 17 57.4 45% 8,900 30%

海蔵
カイゾウ

川 平成18年1月17日 海蔵川 17 36 15% 10,000 19%

員弁
イナベ

川 平成20年12月26日 員弁川 14 264.9 50% 26,200 21%

三渡
ミワタリ

川 平成21年1月9日 三渡川、百々川 14 55.1 18% 3,500 29%



５．河川整備計画の見直し手法
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■気候変動を考慮した計画雨量の検討

• 国の「気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」による提言では、気温2℃上昇時の
降雨量変化倍率は1.1倍と示されており、降雨データは2010年（平成22年）までのデータを
使用している。また、国の見直し事例においても、同様の手法を採用していることから、三重
県においても2010年までの降雨データを使用し、1.1倍した雨量を計画に用いることとする。

気候変動を踏まえた治水計画のあり方 提言

21



■気候変動を考慮した計画雨量の検討

• 国の「気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」による提言では、気温2℃上昇時の
降雨量変化倍率は1.1倍と示されており、降雨データは2010年（平成22年）までのデータを
使用している。また、国の見直し事例においても、同様の手法を採用していることから、三重
県においても2010年までの降雨データを使用し、1.1倍した雨量を計画に用いることとする。

（例）

新宮川水系

R3.10.15変更
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■気候変動を考慮した計画雨量の検討

• 国の「気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」による提言では、気温2℃上昇時の
降雨量変化倍率は1.1倍と示されており、降雨データは2010年（平成22年）までのデータを
使用している。また、国の見直し事例においても、同様の手法を採用していることから、三重
県においても2010年までの降雨データを使用し、1.1倍した雨量を計画に用いることとする。

（例）

五ヶ瀬川水系

R3.10.15変更
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■気候変動を考慮した計画雨量の検討

• 国の「気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」による提言では、気温2℃上昇時の
降雨量変化倍率は1.1倍と示されており、降雨データは2010年（平成22年）までのデータを
使用している。また、国の見直し事例においても、同様の手法を採用していることから、三重
県においても2010年までの降雨データを使用し、1.1倍した雨量を計画に用いることとする。

（例）

球磨川水系

R3.12.17変更
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■気候変動を考慮した計画雨量の検討

• 国の「気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」による提言では、気温2℃上昇時の
降雨量変化倍率は1.1倍と示されており、降雨データは2010年（平成22年）までのデータを
使用している。また、国の見直し事例においても、同様の手法を採用していることから、三重
県においても2010年までの降雨データを使用し、1.1倍した雨量を計画に用いることとする。

（例）

淀川水系

R3.8.6変更
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■気候変動の影響を考慮した基本高水流量の試算

• 気候変動の影響を考慮した基本高水流量の算出には2010年（平成22年）までの降雨データ
によるものとしているが、見直しの目安として現行の三重県確率降雨強度曲線式（2001年
（平成13年）までの降雨データによる）を用いた場合の優先河川の流量を試算した。

• 試算の結果、員弁川、三渡川、安濃川、岩田川は、気候変動考慮後の整備計画流量が現行
の基本方針計画流量未満であるため、現行の河川計画からの手戻りは少ないと考えられる

員弁川（金井） 三渡川（津屋城）

基本方針計画流量
(1/80)(m3/s)

整備計画流量
(1/30)(m3/s)

2800 2300

基本方針計画流量
(1/80)(m3/s)

整備計画流量
(1/30)(m3/s)

3000 2520

現行

気候変動考慮後（試算）

基本方針計画流量
(1/30)(m3/s)

整備計画流量
(1/10)(m3/s)

280 170

基本方針計画流量
(1/30)(m3/s)

整備計画流量
(1/10)(m3/s)

300 190

現行

気候変動考慮後（試算）1.10倍1.07倍 1.12倍1.07倍

安濃川（一色橋） 岩田川（一本橋）

基本方針計画流量
(1/100)(m3/s)

整備計画流量
(1/20)(m3/s)

1100 850

基本方針計画流量
(1/100)(m3/s)

整備計画流量
(1/20)(m3/s)

1320 1020

現行

気候変動考慮後（試算）

基本方針計画流量
(1/100)(m3/s)

整備計画流量
(1/20)(m3/s)

460 290

基本方針計画流量
(1/100)(m3/s)

整備計画流量
(1/20)(m3/s)

560 350

現行

気候変動考慮後（試算）1.20倍1.20倍 1.20倍1.20倍

※安濃川と岩田川は降雨
強度曲線式を用いず、貯
留関数法により流量算定
を行っているため、国の事
例より雨量1.1倍、流量1.2
倍として、算出した。
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■気候変動の影響を考慮した基本高水流量の試算

• 気候変動の影響を考慮した基本高水流量の算出には2010年（平成22年）までの降雨データ
によるものとしているが、見直しの目安として現行の三重県確率降雨強度曲線式（2001年
（平成13年）までの降雨データによる）を用いた場合の優先河川の流量を試算した。

• 試算の結果、三滝川と海蔵川は、気候変動考慮後の整備計画流量が現行の基本方針計画
流量以上になる可能性があることが分かった。この場合、現行の河川計画からの手戻りが生
じないよう、基本方針計画流量を超える分をどのように受け持つか、洪水調節施設を視野に
入れた河川の配分流量から再検討する必要があるため、河川整備基本方針から見直す必
要がある。

• 前述では、河川整備基本方針の見直しは優先しないとしたが、上記のように気候変動考慮
後の整備計画流量が現行の基本方針計画流量を上回る場合には、河川整備計画だけでな
く、併せて河川整備基本方針も見直す必要があると考える。

基本方針計画流量
(1/80)(m3/s)

整備計画流量
(1/50)(m3/s)

960 870

基本方針計画流量
(1/80)(m3/s)

整備計画流量
(1/50)(m3/s)

1050 960

現行

気候変動考慮後（試算）

三滝川（野田）

基本方針計画流量
(1/80)(m3/s)

整備計画流量
(1/50)(m3/s)

510 460

基本方針計画流量
(1/80)(m3/s)

整備計画流量
(1/50)(m3/s)

560 510

現行

気候変動考慮後（試算）

海蔵川（清水）

1.10倍1.09倍 1.11倍1.10倍
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６．河川整備計画の見直しに伴う課題
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■見直しに伴う課題

• 現在進められている河川整備計画に基づく河川改修はまだ整備途上にあり、今後、気候変
動の影響を考慮した河川整備計画の見直しを行う上で、すでに整備済の区間に手戻りがな
いようにする必要がある。

• 三重県の河川改修においては、引き提を行う場合は基本方針流量に合わせた川幅で拡幅し、
河床の仕上げ高により整備計画流量に合わせていることが多い。

• 流量の増加に対して更なる拡幅など河積の増大による対応は、横断工作物など既に整備し
た区間に手戻りが生じる恐れが高いため、そのほかの手法により対応する必要がある。

基本方針 整備計画 見直し整備計画

現況

引堤

掘削

現況

引堤

掘削

現況

引堤

掘削

掘削

流量

整備計画
の見直し

現況
能力

基本
高水

見直し後の整備計画流量が現行の基本方針流量未満

▽整備方針河床

▽整備計画河床（現行）

▽HWL

▽整備計画河床（見直し）

川幅は整備方針流量に合わせた幅

河床の仕上げ高により流量を合わせる 29



■見直しに伴う課題

• 現在進められている河川整備計画に基づく河川改修はまだ整備途上にあり、今後、気候変
動の影響を考慮した河川整備計画の見直しを行う上で、すでに整備済の区間に手戻りがな
いようにする必要がある。

• 三重県の河川改修においては、引き提を行う場合は基本方針流量に合わせた川幅で拡幅し、
河床の仕上げ高により整備計画流量に合わせていることが多い。

• 流量の増加に対して更なる拡幅など河積の増大による対応は、横断工作物など既に整備し
た区間に手戻りが生じる恐れが高いため、そのほかの手法により対応する必要がある。

基本方針 整備計画 見直し整備計画

流量

現況

引堤

掘削

現況

引堤

掘削

現況

引堤

掘削

掘削

？？

整備計画
の見直し

現況
能力

基本
高水

見直し後整備計画流量が現行の整備方針流量以上

▽整備方針河床

▽整備計画河床（現行）

▽HWL

さらなる拡幅は横断工作物や用地で手戻り

整備方針河床より掘り下げることは構造物の根入れ不足となり手戻り

×

×
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■見直しに伴う課題

• 現在進められている河川整備計画に基づく河川改修はまだ整備途上にあり、今後、気候変
動の影響を考慮した河川整備計画の見直しを行う上で、すでに整備済の区間に手戻りがな
いようにする必要がある。

• 三重県の河川改修においては、引き提を行う場合は基本方針流量に合わせた川幅で拡幅し、
河床の仕上げ高により整備計画流量に合わせていることが多い。

• 流量の増加に対して更なる拡幅など河積の増大による対応は、横断工作物など既に整備し
た区間に手戻りが生じる恐れが高いため、そのほかの手法により対応する必要がある。

基本方針 整備計画 見直し基本方針

流量

現況

引堤

掘削

現況

引堤

掘削

現況

引堤

？？

基本方針
の見直し
整備計画
の見直し

現況
能力

基本
高水

見直し後整備計画流量が現行の整備方針流量以上

現況

引堤

掘削

掘削

？？

見直し整備計画

河川整備基本方針の見直しを行い、その
中で、手戻りなく河積の増大による対応
が可能かを検討するとともに、洪水調節
施設による対応を検討する。また、流域
治水による対応も併せて検討する。

（例）
洪水調節施設・・・ダム、遊水地、放水路
流域治水・・・ダムの事前放流、

田んぼダム、ため池活用等

掘削

見直した河川整備基本方針の流量配分
計画により、河川整備計画の見直しを行
うこととする。 31



７．新たに作成する河川整備計画
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■新たに策定する河川整備計画について

• 策定済の河川整備計画について見直しが必要となる一方で、三重県の河川整備計画の策
定状況は80水系中27水系と未策定の水系も多数ある状況にある。

• 河川整備計画は、喫緊で河川整備を行う予定はなくとも、管理を行う上で全ての水系で策定
されていることが適切であるため、河川整備計画の見直しを行うと共に新たな策定も進める。

• 未策定の水系については、効率性の観点から地域の状況等（※）が類似している複数水系
をまとめた圏域単位で策定することとしたい。

33

」

未策定水系

策定済水系

策定予定水系

策定予定
木曽川水系

策定予定
大堀川水系

策定予定
江川水系

未策定水系について
複数水系をまとめた圏域単位で策定

」

鈴鹿・四日市圏域(案)
（伊勢湾に注ぐ

低平地を流れる圏域）

松阪圏域(案)
（伊勢湾に注ぐ櫛田川

を中心とした圏域）

志摩・南伊勢圏域(案)
（熊野灘に注ぐ

急流小流域の圏域）

尾鷲・熊野圏域(案)
（熊野灘に注ぐ

多雨地域の圏域）

名張圏域(案)
（大阪湾に注ぐ淀川水系

名張川の圏域）

三重県河川整備計画策定状況図

※地域の状況等・・・現在及び将来の気象、
土地利用の現状及び開発、地形・地質、

水害発生の状況、水資源の利用の現況及び
開発、河川環境の状況



８．確認事項まとめ
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■確認事項まとめ

• 前述までの内容で、今回の流域委員会にて確認したい事項を以下にまとめる。

□気候変動を考慮した河川整備計画へ見直しを行う優先河川の選定について

：河川整備計画策定から年数が経過して河川整備が進捗している河川の中から、洪水の規模に

影響する地形的条件（流域面積や山地比率など）を勘案して、６河川を選定した。

□気候変動を考慮した計画雨量について

：「気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」による提言内容や国の見直し事例から、

2010年（平成22年）までの降雨データを使用するものとし、その式から算出される確率雨量に

1.1倍を乗じた雨量を計画雨量とする。
35

水系名
基本方針／

都道府県策定日
整備計画／

都道府県策定日
整備計画／
整備対象河川

経過年数

安濃川
アノウ川

平成15年3月18日 平成15年5月13日 安濃川 19

岩田川
イワタ川

平成15年3月18日 平成15年5月13日 岩田川、三泗川 19

三滝
ミタキ

川 平成17年9月12日 平成18年1月12日 三滝川 17

海蔵
カイゾウ

川 平成17年9月12日 平成18年1月12日 海蔵川 17

員弁
イナベ

川 平成20年8月15日 平成20年12月26日 員弁川 14

三渡
ミワタリ

川 平成20年9月30日 平成21年1月9日 三渡川、百々川 14



■確認事項まとめ

• 前述までの内容で、今回の流域委員会にて確認したい事項を以下にまとめる。

□河川整備基本方針の見直しの方向性について

：基本的に河川整備基本方針の見直しは行わず、河川整備計画の見直しを行う。

ただし、見直し後の河川整備計画流量が現行の河川整備基本方針流量と同値以上となる場合、

増加分の流量の受け入れに関する検討や、既整備済区間への影響を確認するため、河川整備

基本方針についても併せて見直しを行うものとする。

□流量の増加への対応について

：見直し後の河川整備計画流量が現行の河川整備基本方針流量と同値以上となる場合、

河積を増大させることによる対応は既整備済区間の手戻りとなるため、洪水貯留施設や流域治

水による対応を検討する。

36

□新たに策定する河川整備計画について

：河川整備計画の見直しを行うと共に、新たな計画の策定についても進める。

未策定の水系については、効率性の観点から地域の状況等（※）が類似している複数水系をま

とめた圏域単位で策定することとしたい。

※地域の状況等…現在及び将来の気象、土地利用の現状及び開発、地形・地質、水害発生の

状況、水資源の利用の現況及び開発、河川環境の状況



９．今後の進め方
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河川整備計画の見直しと新規の策定を行う

■今後の進め方

38

✔河川整備計画の見直しの方向性の確認 今回

第１回 流域委員会 （令和5年１月３１日）

流域委員会（毎年度開催予定）

全ての整備計画について見直しと策定完了

概ね5年で10の河川整備計画の
見直しor新規策定を行っていく


